
 R6.4.1から 

費用助成を開始しました 

『新生児聴覚検査』 

出雲市では、出産後に実施する 

『あかちゃんの耳の聞こえの検査費用』を一部助成します。 

聞こえにくさは、発見が遅れると 

ことばの習得が遅れたり、コミュニケーションがとりにくいといった支障が起きることもあります。 

あかちゃんの健やかな発達のためにも、新生児聴覚検査を受けましょう。 

・自動ＡＢＲ検査（自動聴性脳幹反応検査） 

・ＡＢＲ検査（聴性脳幹反応検査） 

・ＯＡＥ検査（耳音響放射検査） 

助成対象 

令和６年４月１日以降に、出雲市に住民票がある方が出産したあかちゃん 

【 注意事項 】 

 上記検査のうちいずれか１回(初回検査のみ)となります。 

 上限を超える費用は、自費でお支払いください。保険診療に該当する場合は対象外となります。 

対象となる検査・助成額 

助成額はいずれも上限 2,000円 

助成の受け方 

【 お問合せ 】 出雲市健康増進課    ☎０８５３-２１-６９８１ 

新生児聴覚検査受診票をお持ちの方 

(2)検査を受ける(初回検査) 

(1)新生児聴覚検査受診票と母子健康手帳を 

  医療機関窓口へ提出 

(3)助成額を超えた部分のみ自費で支払い 

新生児聴覚検査受診票をお持ちでない方 

県外の医療機関で検査された方 

(2)検査費用を一旦全額支払い 

 

(1)検査を受ける(初回検査) 

(3)出雲市健康増進課にて、検査を受けた日より 
２年以内に償還払いの申請 

(4)助成額分を出雲市から振り込み 

【必要書類】 

①申請書 ②領収書 ③診療明細書 

④新生児聴覚検査受診票 ⑤母子健康手帳 

⑥振込先の口座番号のわかるもの 

※黄色の母子手帳別冊をお持ちの方は、 

④が無い場合があります。職員へお伝え下さい。 


